
 

 

沼田市賃上げ促進支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の中小企業等の賃上げの加速化を図り、経済の好循環に寄与すること

を目的として、ぐんま賃上げ促進支援金（ぐんま賃上げ促進支援金支給要綱（令和８年４月２

８日付け労第３０３３０－１号）の規定によるぐんま賃上げ促進支援金をいう。以下「県支援

金」という。）の支給の決定を受けた市内の中小企業等に対し、予算の範囲内において交付す

る沼田市賃上げ促進支援金（以下「支援金」という。）について、沼田市補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する規則（昭和４４年規則第２６号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付対象者は、県支援金の支給決定を受けた者で、市内に本社若しくは主たる

事業所があること又は支社若しくは営業所等の事業所があること。 

（交付金額等） 

第３条 交付対象者に係る従業員１人当たりの交付金額は、最大１万円とし、申請上限人数は、

第１期（令和８年１月１日から令和８年８月３１日賃上げ分）及び第２期（令和８年９月１日

から令和８年１２月３１日賃上げ分）について、それぞれ最大４０人分とする。 

（支援金の申請等） 

第４条 支援金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

日までに沼田市賃上げ促進支援金申請書兼請求書（別記様式第１号）を市長に提出しなければ

ならない。 

 (1) 第１期 令和８年９月３０日 

 (2) 第２期 令和９年１月３１日 

（交付決定等） 

第５条 市長は、前条に規定する沼田市賃上げ促進支援金申請書兼請求書の提出を受けたとき

は、当該申請内容について必要な審査を行い、支援金の交付の可否を決定し、沼田市賃上げ促

進支援金交付・不交付決定通知書（別記様式第２号）により申請者へ通知するものとする。 

２ 市長は、前条の規定による支援金の交付を決定したときは、速やかに支援金を交付するもの

とする。 

 （情報の提供） 

第６条 市長は、沼田市賃上げ促進支援金申請書兼請求書に記載された情報及び審査内容につい

て、群馬県の求めに応じて情報提供することができる。 

（支援金の返還） 

第７条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、支援金の返還を求

めるものとする。 

 （証拠書類の保管） 

第８条 支援金の支給を受けた者は、当該支援金に係る経理について、当該支援金の支給の原因

である事実を明確にした証拠書類を、当該支援金の支給を受けた日の属する会計年度の翌会計

年度から５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 



 

 

附 則 

この要綱は、令和８年５月２５日から施行する。 


